
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

認
定
事
業
者
に
対
す
る
課
税
の
特
例

避
難
指
示
（
帰
還
困
難
区
域
、
居
住
制
限
区
域
又
は
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
の
設
定
の
指
示
に
限
る
。
）
の
対
象
と

な
っ
た
区
域
内
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
事
業
所
が
所
在
し
て
い
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
で
あ
っ

て
、
企
業
立
地
促
進
区
域
内
に
お
い
て
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
従
っ
て
避
難
解
除
等
区

域
復
興
再
生
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
の
新
設
、
増
設
、
更
新
又
は
修
繕
（
以
下
「
施
設
の
新
設
等
」
と

い
う
。
）
を
す
る
も
の
が
、
当
該
施
設
の
新
設
等
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
充
て
る
た
め
の
準
備
金
を
積
み
立
て
た
場
合

に
は
、
震
災
特
例
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
関
係
）

第
二

公
営
住
宅
法
の
特
例
等

一

公
営
住
宅
に
係
る
国
の
補
助
の
特
例

事
業
主
体
が
、
避
難
指
示
区
域
又
は
避
難
解
除
区
域
（
以
下
「
避
難
指
示
・
解
除
区
域
」
と
い
う
。
）
に
存
す
る
住
宅

に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
居
住
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
当
該
住
宅
の
存
し
た
市
町
村
に
帰
還
す
る
も
の
（



以
下
「
特
定
帰
還
者
」
と
い
う
。
）
に
賃
貸
又
は
転
貸
す
る
た
め
公
営
住
宅
の
整
備
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公

営
住
宅
の
整
備
に
係
る
補
助
の
要
件
に
つ
い
て
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

二

公
営
住
宅
及
び
改
良
住
宅
の
入
居
者
資
格
の
特
例

特
定
帰
還
者
に
つ
い
て
、
公
営
住
宅
に
係
る
入
居
者
資
格
に
係
る
要
件
の
緩
和
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

三

特
定
帰
還
者
向
け
公
営
住
宅
等
の
処
分
の
特
例

国
の
補
助
を
受
け
、
又
は
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
若
し
く
は
復
興
交
付
金
を
充
て
て
特
定
帰
還
者
に
賃
貸
す
る
た
め
建

設
又
は
買
取
り
を
し
た
公
営
住
宅
に
つ
い
て
、
処
分
の
要
件
の
緩
和
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
関
係
）

四

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
の
特
例

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
福
島
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
特
定
帰
還
者
に
対
す
る
住
宅
及

び
宅
地
の
供
給
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

五

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
行
う
融
資

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
住
宅
又
は
主
と
し
て
住



宅
部
分
か
ら
成
る
建
築
物
が
避
難
指
示
・
解
除
区
域
内
に
存
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分

に
代
わ
る
べ
き
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
で
あ
っ
て
、
当
該
避
難
指
示
・
解
除
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
区

域
内
に
存
し
、
又
は
存
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
建
設
又
は
購
入
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
関
係
）

第
三

一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画

一

避
難
解
除
区
域
等
内
の
区
域
で
あ
っ
て
、
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
興
及
び
再
生
を
図
る
た
め
に
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
（

避
難
解
除
区
域
等
内
の
帰
還
す
る
住
民
の
生
活
及
び
地
域
経
済
の
再
建
の
た
め
の
拠
点
と
な
る
市
街
地
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
に
一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市

街
地
形
成
施
設
（
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
を
形
成
す
る
一
団
地
の
住
宅
施
設
、
特
定
業
務
施
設
又
は
特
定
公
益
的
施
設
及

び
特
定
公
共
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
三
十
二
条
第
一
項
関
係
）

二

一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）



第
四

帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
措
置

一

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し

く
は
特
定
市
町
村
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
以
外
の
福
島
の
市
町
村
で
あ
っ
て
放
射
線
量
の
測
定
の
た
め
の
機
器

を
用
い
た
住
民
の
被
ば
く
放
射
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
業
等
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
長
若
し
く
は
福
島
県
知
事
は
単
独
で
、
又
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
若
し
く
は
特
定
市
町
村
の
長
と
福
島
県

知
事
は
共
同
し
て
、
住
民
の
帰
還
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
帰
還
環
境
整

備
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
第
一
項
関
係
）

二

帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
に
は
、
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
の
目
標
、
住
民
の
帰
還
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
を
整

備
す
る
事
業
で
あ
っ
て
土
地
区
画
整
理
事
業
、
一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
、
道

路
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
事
業
、
公
営
住
宅
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
業
等
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
第
二
項
関
係
）

三

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
若
し
く
は
特
定
市
町
村
又
は
福
島
県
は
、
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
又

は
事
務
（
以
下
「
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
帰
還
環
境
整



備
事
業
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
国
は
、
当
該
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
に
係

る
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
事
業
等
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
条
関
係
）

四

帰
還
環
境
整
備
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
又
は
事
務
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
そ
の
他
の
法

令
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
負
担
又
は
補
助
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
第
三
項
関
係
）

第
五

重
点
推
進
計
画
に
定
め
る
研
究
開
発
拠
点
に
係
る
研
究
開
発
分
野
の
追
加
等

福
島
県
知
事
は
、
重
点
推
進
計
画
に
お
い
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
拠
点
の
整
備
を
通
じ
た
新
た
な

産
業
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
取
組
に
つ
い
て
も
定
め
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
国
は
、
認
定
重
点
推
進
計
画
の
実
施
を

促
進
す
る
た
め
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
等
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
四
条
関
係
）

第
六

住
民
の
円
滑
な
帰
還
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置

国
は
、
福
島
の
地
方
公
共
団
体
が
行
う
相
談
体
制
の
整
備
等
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と



す
る
と
と
も
に
、
避
難
指
示
区
域
内
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
そ
の
他
の
鳥
獣
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
八
条
及
び
第
八
十
九
条
関
係
）

第
七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）


